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議  事  録 

 
議 長   只今より、令和５年５月定例農業委員会を開会させていただきます。 

まず、はじめに、携帯電話につきまして、会議中電源をお切りになるかマナー

モードにしていただくようお願いいたします。 

なお、この会議は農業委員会等に関する法律第３２条に「総会は公開する」旨

規定されておりますので、傍聴の希望があれば原則入室の許可をするものといた

します。 

 

事務局   傍聴者はおりません。 

なお本日の委員会は、農業委員定数１４名中１４名の委員さんが出席とのこと

で、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、定足数に達してお

りますので、本日の議事は成立していることをご報告申し上げます。  

また、推進委員は６名中６名の委員さんが出席されておりますので、併せてご

報告申し上げます。 

 

議 長   本日、ご審議をしていただく案件は７件、ご報告申し上げます案件は５件とな

っております。 

署名委員ですが、西委員さんと田中委員さんです。 

最後まで、よろしくお願い申し上げます。 

それでは議案第２号を議題とします。まず、事務局から議案の朗読をお願いし

ます。 

 

事務局   議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請書審議の件 

次のとおり、農地の所有権移転の申請があったので、委員会の意見を求める。  

 令和５年５月９日提出  河内長野市農業委員会会長  垣内 俊夫 

 

１番案件 朗読 

 

尚、農地法第３条第２項各号の判断については、お手元の調査書のとおり、い

ずれも該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。  

以上でございます。 

 

地区委員  それでは議案第２号につきまして、ご説明させていただきます。 

先月２５日に現地で●●●さんにお会いし、今回の申請についてのお話を伺っ

て参りました。 

場所は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●。 
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この度の申請内容は、３条申請の農地の売買です。譲渡人の●●●●さんは今

年で７２歳で、以前から重い糖尿病を患っており、視力もかなり弱っておられる

と仰っていました。また、子どもさんにつきましても遠くに嫁がれており、今後

の農業経営が困難なことから、この度申請されたということでした。  

譲受人の●●●さんは、●●●●●●●●●●と一緒に以前から岩瀬地区で米

作りをされておられ、農業経験は十分にある方です。 

栽培作物はほとんどが水稲で、●●●●が堺で経営されている会社関係の贈答

や販売等にできた米を使っておられるそうです。 

また、農機具につきましても、トラクターとかコンバイン、田植え機、乾燥機

など、米作りに関する農機具を全てお持ちでございます。 

以上、現地にて話を伺いました。申請内容につきまして、特段問題はないと考

えます。 

以上よろしくご審議お願いします。 

 

議 長   ありがとうございました。皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。次、議案第３号１番案件の朗読よろしくお願いします。  

 

事務局   議案第３号 農用地利用集積計画の作成について 

次のとおり、河内長野市長より農用地利用集積計画の作成について諮問があっ

たので、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律による改正前の農業経営

基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき委員会の意見を求める。 

 令和５年５月９日提出   河内長野市農業委員会会長  垣内 俊夫 

 

   １番案件 朗読 

 

尚、本件については、本件については、農業経営基盤強化促進法の一部を改正

する法律により、経過措置として適用される改正前の農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の経営面積・従事日数などの許可要件のすべてを満たしていると考

えます。 

以上でございます。 
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農林課   議案第３号１番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

今回、利用集積計画の作成を申し出た借り手、貸し手及び対象農地については

議案書のとおりでございます。 

本件につきましては、借り手である●●氏と貸し手である●●氏との間で５年

前に設定された利用権について、その契約の更新を行うために申請されたもので

あり、今回で２回目の更新となります。 

●●氏は現在●●●で営農しており、野菜と水稲を中心とし、さらに果樹も含

めて幅広く農作物を栽培しておられ、できた作物については、あすかてくるで河

内長野店に出荷しておられます。また、当該農地は幅広い道路に面しており、機

械の搬入や作物の搬出が行いやすい環境であります。 

●●氏の現在の経営農地面積は約８，０００㎡であり、本市において農業経営

改善計画を認定された認定農業者でもあります。 

一方、貸し手の●●氏は、手術をされたことにより農作業を日常的に継続する

ことが困難となり、当該農地の有効活用をしていただきたいということで、引き

続き●●氏に農地管理を任せたいという意向を持っております。  

当該利用権設定により遊休農地の削減、当地区の農業振興並びに景観の保全に

ついても有効な手段であるものと判断したため、申請を受理し本諮問に至った次

第でございます。 

以上、本件諮問の趣旨をご理解のうえ、ご審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

 

地区委員  それでは、議案第３号１番案件について、ご説明させていただきます。 

場所は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●。この場所は以前もっと広かったのですが、道路ができたために扇形に変わり

ました。 

借主の●●●●さんは元農業委員の方で、私の前任の方です。会社を定年退職

されるまでに少し農業されていましたが、定例退職されてから遊休の土地を借り

て徐々に農業を拡大され、現在は１０８haの農地を耕されています。機械類はト

ラクター、コンバイン、畝を植える機械など、様々な機械を持っておられます。  

そして自分のところで苗から作るというやり方をされている熱心な方で、でき

た作物は、あすかてくるで高向店や羽曳野店、アグリ方面へ納めておられます。  

一方、●●●●氏は定年退職後に少し農業されていましたが、足腰を痛め、坐

骨のところの関節が悪くなり、手術をされましたが、農業を続けるのは難しいと

いうことで、●●さんに農業のこの土地を貸したいという意向を持っておられま

す。周囲にはたくさんの農家もありますが、問題なく進められております。 

以上よろしくご審議お願いします。 

 

議 長   ただいま、農林課と地区委員から説明がありました。皆さんからのご意見、ご

質問を求めます。 
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      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。次、議案第３号２番案件の朗読よろしくお願いします。  

 

事務局   ２番案件 朗読 

 

尚、本件については、本件については、農業経営基盤強化促進法の一部を改正

する法律により、経過措置として適用される改正前の農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の経営面積・従事日数などの許可要件のすべてを満たしていると考

えます。 

以上でございます。 

 

農林課   議案第３号２番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

今回、利用集積計画の作成を申し出た借り手、貸し手及び対象の農地は議案書

のとおりでございます。 

本件につきましては、借り手である●●●氏と貸し手である●●氏との間で、

３年前に設定された利用権について、契約の更新を行うため申請されたものであ

り、今回で２回目の更新となります。 

なお、本件対象農地については、市農林課が毎年開催しております河内長野市

農業研修講座における研修圃場として使用しており、農業研修講座の開催にあた

っては、河内長野市農業研究会、特に当該農地がある日野・高向地区在住の会員

の方に、実習授業の講師としてご協力いただいているところであります。  

借り手の●●●氏は河内長野市農業研究会に所属しており、研修講座における

講師代表として、当該農地について利用権の設定を受け、講座期間外も含めた維

持管理を行っております。 

●●●氏の個人としての農業経営の状況といたしましては、退職を機に本格的

に農業に従事しており、現在は水稲、野菜、イチジクを作付し、野菜やイチジク

等についてはあすかてくるで河内長野店にも出荷しておられます。  

また、上高向地区農業活性化協議会や河内長野市農業研究会にも所属し、地域

農業の活性化を進めている中核的担い手であります。 

一方、貸し手の●●氏は当初兼業であったことから農地の日常管理が困難なた

め、利用権設定によって農業研修講座に協力をいただいていました。現在は退職

されていますが、引き続き農業研修講座に協力したいとの思いから、農地の維持
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管理を●●●氏に任せたいという意向を持っておられます。 

当該利用権設定により遊休農地の削減、当地区の農業振興並びに景観の保全に

ついても有効な手段であると判断し、申請を受理し本諮問に至った次第でござい

ます。 

以上、本件諮問の趣旨をご理解のうえ、ご審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

 

地区委員  それでは、議案第３号２番案件について、ご説明させていただきます。 

４月２４日に私も現地に行きました。 

場所は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●。 

私は３年前に初めて●●●さんと●●さんにお会いしましたが、今回は継続案

件のため、自分で見に行き、観察して参りました。 

市の農業研修会の研修圃場で使われていまして、大体夏から秋冬にかけて研修

生が野菜作りをしているところです。そのため現在は使用されていませんが、●

●●さん自身は農業研究会のメンバーであり、会を代表して借りられているとい

うことです。 

●●さんには以前お会いし、農業ができないこともないかもしれませんが、市

の農業研修会の圃場として貸したいという思いを持っておられますので、今度は

５年間になりますが、貸していただいたらいいと考えております。  

以上よろしくご審議お願いします。 

 

議 長   ただいま、農林課と地区委員から説明がありました。皆さんからのご意見、ご

質問を求めます。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。次、議案第３号３番案件の朗読よろしくお願いします。  

 

事務局   ３番案件 朗読 

 

尚、本件については、本件については、農業経営基盤強化促進法の一部を改正

する法律により、経過措置として適用される改正前の農業経営基盤強化促進法第
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１８条第３項の経営面積・従事日数などの許可要件のすべてを満たしていると考

えます。 

以上でございます。 

 

農林課   議案第３号３番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

今回、利用集積計画の作成を申し出た借り手、貸し手及び対象農地については

議案書のとおりでございます。 

本件につきましては、借り手である●●氏と貸し手である●●氏との間で、３

年前に設定された利用権について、その契約の更新を行うために申請されたもの

であり、今回で２回目の更新となります。 

●●氏につきましては、河内長野市農林課で開催しております農業研修講座を

平成２６年度に修了され、平成２９年に河内長野市農用地利用集積支援制度を活

用して農業経営を開始されました。現在は、当該農地で露地栽培にて少量多品目

の農産物を栽培しておられ、生産した農産物については、あすかてくるで河内長

野店や風の湯等の市内直売所へ出荷されています。 

一方、貸し手の●●氏は、高齢のため農地の日常管理が難しいことから、当該

農地を●●氏に引き続き任せたいという意向を持っております。  

当該利用権設定により遊休農地の削減、当地区の農業振興並びに景観の保全に

ついても有効な手段であるものと判断したため、申請を受理し本諮問に至った次

第でございます。 

以上、本件諮問の趣旨をご理解のうえ、ご審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

 

地区委員  それでは、議案第３号３番案件について、ご説明させていただきます。 

場所は、先程議案第３号２番で申し上げた研修圃場の南側に位置しております。 

この前見に行ったときは、エンドウ、玉ねぎ、レタスなどが植わっていました。

見に行ったときに●●さんに声はかけませんでしたが、一生懸命除草されており、

丁寧にお作りになっているという印象でした。 

一方、●●氏は高齢で農業に従事するのが非常に困難ということなので、この

日野地区の景観保護の観点も含め、●●さんに借りていただくほうが良いと考え

ております。 

以上よろしくご審議お願いします。 

 

議 長   ただいま、農林課と地区委員から説明がありました。皆さんからのご意見、ご

質問を求めます。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょうか。 
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      （異議なしの声あり） 

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。次、議案第３号４番案件の朗読よろしくお願いします。  

 

事務局   ４番案件 朗読 

 

尚、本件については、本件については、農業経営基盤強化促進法の一部を改正

する法律により、経過措置として適用される改正前の農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の経営面積・従事日数などの許可要件のすべてを満たしていると考

えます。 

以上でございます。 

 

農林課   議案第３号４番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

今回、利用集積計画の作成を申し出た借り手、貸し手及び対象農地については

議案書のとおりでございます。 

本件につきましては、借り手である●●氏と貸し手である●●氏との間で、３

年前に設定された利用権について、その契約の更新を行うために申請されたもの

であり、今回が１回目の更新となります。 

まず、借り手である●●氏については、平成２９年度に河内長野市農業研修講

座を修了し、翌年度に農用地利用集積支援制度を活用して、農業経営を始められ

ました。その後も経営規模を拡大し、現在では石見川、加賀田、市町の３箇所の

農地で営農されており、できた農産物については、あすかてくるで河内長野店、

アグリかわちながの等の市内直売所へ出荷されています。現時点では自営業も兼

ねての農業経営でありますが、将来的には農業のみで生計を立てていきたいとの

展望を持っておられます。 

一方、貸し手の●●氏は数年前に当該農地を相続したものの、現住所は兵庫県

宝塚市で遠方であることから、農地の日常管理が難しく、当該農地を●●氏に任

せたいという意向を持っております。 

当該利用権設定により遊休農地の削減、当地区の農業振興並びに景観の保全に

ついても有効な手段であると判断し、申請を受理し本諮問に至った次第でござい

ます。 

以上、本件諮問の趣旨をご理解のうえ、ご審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

 

地区委員  それでは、議案第３号４番案件について、ご説明させていただきます。 

４月１１日に、農林課の●●さん、事務局の●●さんの３名で現地に行って参

りました。 
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場所は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。

この場所は、整備農地で山際に位置していますが、日照時間はそこそこあります。  

借り手の●●さんについては農林課さんが説明されたとおりで、重複しますが、

説明いたします。 

平成２９年に市の農業研修講座を修了されまして、翌年から農業経営をされて

います。農業経営もないところからスタートしましたが、今では石見川、加賀田、

市町と経営規模も拡大し、チャレンジ精神旺盛で、年齢も４３歳と非常に若く、

頼もしい方です。生産された農産物は、あすかてくるで、アグリ河内長野、地元

石見川の直売所に出荷されています。 

当該農地では育苗専用のビニールハウスを建設されており、石見川地区に合う

作物を育てたいという思いから、早生キャベツ、レタスなどを中心に育苗されて

おります。また、余った苗は出荷しているということでした。育苗には水が必要

ですが、水路に取り込んだ湧水が良いので、品質の良い苗ができるそうです。 

ハウスの大きさは約２０坪ですが、雪による被害が出るので、骨組みは用具に

筋交いを入れて補強されています。また、暖房器具は使わず、自然光熱を使って

いるということでした。 

借り手の●●●●さんですが、兵庫県内に住まわれていることから日常管理が

できないため、実績のある●●さんに任せたいという意向をお持ちです。 

私が３年前に当該農地の立ち合いをしたときに●●●●●●●●●に立会いを

していただきましたが、当時は放置農地で、荒れ放題でした。今はハウス建設以

外の空き地の部分も整地され、草刈りもされており、荒れ地がよみがえりました。

立会いをした翌日に●●●●●●●●●に電話で状況を説明すると、安心され、

喜んでおられました。 

以上よろしくご審議お願いします。 

 

議 長   ただいま、農林課と地区委員から説明がありました。皆さんからのご意見、ご

質問を求めます。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。次、議案第３号５番案件を議題とします。続く議案３号６番案件とは借受人

が同じであり、また、水路を挟んで隣接地でもあり、関連する案件ですので、ま
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とめて事務局から議案の朗読をお願いします。 

 

事務局   ５番案件・６番案件 朗読 

 

尚、本件については、本件については、農業経営基盤強化促進法の一部を改正

する法律により、経過措置として適用される改正前の農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の経営面積・従事日数などの許可要件のすべてを満たしていると考

えます。 

以上でございます。 

 

農林課   議案第３号５番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

今回、利用集積計画の作成を申し出た借り手、貸し手及び対象農地については

議案書のとおりでございます。 

本件につきましては、●●氏が農業経営を開始するために、河内長野市農用地

利用集積支援制度を活用して新たに利用権を設定するものであります。  

まず、●●氏は、●●●●●●●●●●●から指導を受けながら当該の●●氏

の農地において農作業を行ってこられ、●●●●が死去されたため、自立して営

農するために利用権を設定することとなりました。 

特に自然農法に強く関心を持って学習を続けており、今後も技能向上のため、

勉強会への参加や農家での研修等を希望しています。 

●●氏の農地では麦、ニンニク、タマネギ、豆類などの栽培を計画されていま

す。●●氏の農地は現在ススキなどの多年生雑草や樹木が繁茂しているため、ま

ずそれらを除去してから大豆や小豆の栽培を計画しております。  

開墾と栽培が順調であれば、将来的に市内直売所へ出荷することも検討してお

ります。 

一方、貸し手の●●氏・●●氏につきましては、ご自身も含め親戚に農業経験

のある方がおらず、農地の活用が困難であることから、当該農地を●●氏に任せ

たいという意向を持っておられます。 

当該利用権設定により遊休農地の削減、当地区の農業振興並びに景観の保全に

ついても有効な手段であると判断し、申請を受理し本諮問に至った次第でござい

ます。 

以上、本件諮問の趣旨をご理解のうえ、ご審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

 

地区委員  それでは、議案第３号５番案件について、ご説明させていただきます。 

現地には３月１６日に、●●●●●●●と●●さんと、少し時間を置いて立ち

会いをしました。 

場所は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●。 

まず、貸し手の●●氏は、現在６４歳ですが勤めており、農業経験はほとんど

ありません。他にある所有地の管理だけでも手に焼いている状態と仰っていまし

た。 

また、●●氏も現在勤めており、近くに所有している土地で家庭菜園をされて

おりますが、この場所を管理するだけで精一杯で、管理に困っていると仰ってい

ました。 

このことから、両者とも●●氏に任せたいという意向でした。 

一方、借り手の●●●●さんは現在４１歳で、以前家庭菜園を家の近くでされ

ていましたが、天野保育園の方に自宅から子どもを送り迎えしているときにこの

●●氏の土地を見つけ、耕作放棄地になっていることからこの土地を借りたいと

考え、自らあちこちに所有者を当たり、●●氏の家に行って●●●●●●●●に

お話をして借りることになりました。 

その際、草刈りのやり方や機械の使い方などを教えてもらったり、また野菜の

植え付けのやり方を教えてもらっていましたが、●●●●が亡くなった後は、自

然農法という肥料や農薬を使わない方法で何か作っていきたいという考えがあり、

大豆、ニンニク、レタス等を作っておられました。立ち会いのときに一度見させ

ていただきましたが、草だらけでした。そのため、よく見れば植わっているのが

分かるような程度です。大豆は少し伸びているので草より高いところにありまし

たが、レタスは少し見つけにくかったです。 

●●氏の土地の南側に●●氏の土地がありますが、この場所も一緒に借り、こ

の土地についてはレモンなどの果樹を植えたいという考えがあるそうなので、利

用集積制度の説明などをし、今回の申請に至りました。 

私は玉ねぎなどを裏作で作っていますが、●●さんはその現場に来られるなど

本当に熱心に取り組んでおられて、今は畑にはじゃがいも、ニンニク、豆等を作

っておられます。今後はトマトや蕎麦も育ててみたいという意向をお持ちでした。

また、自然農法をされている友達もいらっしゃるということで、できれば一緒に

やってみたいということです。少しでも耕作放棄地の減少に繋がればと考えてお

ります。 

以上よろしくご審議お願いします。 

 

議 長   ただいま、農林課と地区委員から説明がありました。皆さんからのご意見、ご

質問を求めます。 

 

委 員   はい。地図で５番案件と６番案件の間は色を塗っていませんが、これは別の人

の土地ですか。 

 

事務局   水路です。 
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委 員   はい。事務局に質問です。６番案件の地図を見ると、●●●●●に線が入って

いますが、ここは１筆ですか。それとも、２筆ですか。 

 

事務局   １筆です。 

 

議 長   他に意見はありませんか。 

 

委 員   はい。●●さんの土地は今、どのような状態ですか。 

 

地区委員  今は木が生えていますが、その木を切らずに日陰になるように、また、子ども

さんも遊ばせることができるよう、そのまま使いたいと仰っていました。ただし、

ススキも少しあるそうですが、それは取られるそうです。 

 

議 長   他に意見はありませんか。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。 

これで審議案件７件は終了しましたので、報告案件に入りたいと思います。 

本日、ご報告申し上げます案件は、５件でございます。ご質問ご意見につきまし

ては、報告案件終了後に承りたいと存じます。事務局から議案の朗読、その後地

元委員さんからの報告をお願いします。 

では、報告第３号１番案件の朗読をお願いします。 

 

事務局   報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書について  

次のとおり、農地転用の届出を受理したので、委員会に報告する。  

 令和５年５月９日提出   河内長野市農業委員会会長  垣内 俊夫 

 

      １番案件 朗読 

 

   尚、対象地につきましては、市街化区域内の農地であることから、農地法第４

条第１項第７号により届出を出されたものであり、本届出については、「農地法関

係事務処理にかかる処理基準」第６の３の（２）の届出書に添付すべき書類が添

付されていない場合など、届出を受理しない場合に該当しないため、本件受理に
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ついては、問題ありません。 

 

地区委員  それでは報告第３号１番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

４月２５日に●●氏と現地で立ち会いを行いました。 

場所は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●。この３筆のうち、●●●●●●●●●●●●

と●●●●●●●は農地として、●●●●●●●は現況宅地として昭和６１年に

相続されました。現在の住居は昭和４５年に建築されましたが、農地の転用をし

ないまま現在に至っており、残り２筆は畑としてエンドウ、葉物野菜、玉ねぎ等

を栽培しているそうです。 

今回、戸建住宅の建築を計画しているということで、農地転用届を出されまし

た。 

以上です。特に問題はございません。 

 

議 長   次に、５条届出にかかる報告案件でございますが、報告第４号１番案件と２番

案件については、譲受人が同じであり、また隣接地でもあり、関連するものです

ので、まとめて事務局から議案の朗読をお願いします。 

 

 

事務局   報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書について  

次のとおり、農地を転用するための所有権移転の届出を受理したので、委員会

に報告する。 

 令和５年５月９日提出   河内長野市農業委員会会長  垣内 俊夫 

 

      １番案件・２番案件 朗読 

 

   尚、対象地につきましては、市街化区域内の農地であることから、農地法第５

条第１項第６号により届出を出されたものであり、本届出については、「農地法関

係事務処理にかかる処理基準」第６の３の（２）の届出書に添付すべき書類が添

付されていない場合など、届出を受理しない場合に該当しないため、本件受理に

ついては、問題ありません。 

 

地区委員  それでは報告第４号１番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

３月３１日に譲渡人の●●●●●氏、譲受人の●●●●●●●●●●●●●●

氏と現場で立ち合いました。 

場所は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 

この農地は古くから水稲栽培をしており、昭和６３年に相続してから夫と共に
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水稲栽培を行ってこられたそうです。なお、南側農地と水利組合の承諾を得てい

ると聞いています。 

譲受人の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●。 

続きまして、２番案件でございます。 

同じく３月３１日に、譲渡人の●●●●氏、譲受人の●●●●●●●●●●●

●●●氏と現地で立ち会いました。場所は、報告第４号１番案件の西側の農地で

す。 

この農地は水稲栽培をしており、相続してからもしばらく水稲栽培をされてい

ましたが、５、６年前からは、畑としてじゃがいもやエンドウ、葉物野菜等を栽

培されていました。なお、南側の農地所有者、水利組合員の承諾を受けていると

のことです。 

譲受人の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●。 

以上です。特に問題はございません。 

 

議 長   次、報告第４号３番案件の朗読をお願いします。  

 

      ３番案件 朗読 

 

   尚、対象地につきましては、市街化区域内の農地であることから、農地法第５

条第１項第６号により届出を出されたものであり、本届出については、「農地法関

係事務処理にかかる処理基準」第６の３の（２）の届出書に添付すべき書類が添

付されていない場合など、届出を受理しない場合に該当しないため、本件受理に

ついては、問題ありません。 

 

地区委員  それでは報告第４号３番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

４月２６日に譲受人の●●●●氏と現地で立ち合いました。 

譲渡人の●●●●氏は●●●●●●に当たり、高齢のため、●●氏と立ち会い

を行いました。 

所在地は報告第４号１番案件の農地から北へ約１００メーター進んだ土地です。 

平成２５年に●●●●氏が取得して現在に至っておりますが、三角地で交通が

少ないため、耕作はしていないそうです。侵入は、●●●●氏の所有の農地への

私道があるので、それを利用して露天の駐車場を計画しているそうです。  

以上です。特に問題はございません。 

 

議 長   次、報告第５号１番案件の朗読をお願いします。 
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事務局   報告第５号 農地法第１８条第６項の規定による通知書について 

次のとおり、解約通知があったので、委員会に報告する。 

 令和５年５月９日提出   河内長野市農業委員会会長  垣内 俊夫 

 

      １番案件 朗読 

 

地区委員  それでは報告第５号１番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

３月３０日の日に午前１０時頃、賃借人の●●●氏と農地法第１８条第６項の

規定による通知書の調査確認のため、面談と現地視察を行いました。  

場所は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 

周りは水稲の作付けの農用地でございまして、賃借人につきましては、賃貸借

契約による水稲を中心に耕作をされておりましたが、今般賃借人が健康面にも不

安があることと後継者もいないことから、これ以上耕作を続ける自信がないと賃

貸借の解約を申し入れされました。双方合意によりまして、賃借の回復を至った

ということで、その確認をさせていただきました。 

 

議 長   以上、報告案件５件、地元委員さんからご報告をいただきました。皆さんのご

質問、ご意見を求めます。 

 

      （なしの声あり） 

     

議 長   ご意見がないようでしたら、以上を持ちまして、本日の審議案件と報告案件を

終了させていただきます。 
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議事録作成者 ●●● ●●●● 

 

河内長野市農業委員会に関する規程第１８条第３項によりここに署名する。  

 

議  長 垣内 俊夫  

署名委員 西  定彦  

署名委員 田中 一郎  

 

 

協 議 会 

 

協議事項 

 

 ① ６月定例農業委員会について 

開催日  令和５年６月６日（火）午後１時３０分から  

場 所  行政委員会室 

 

 ② 活動記録カードについて 

 

 ③ 生産緑地の斡旋協力について 

 

 ④ その他 
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令和５年５月定例農業委員会出欠状況  

 

【農業委員１４名・推進委員６名】 

番号 氏  名 委 員 ・ 役 職 名 出欠状況 備  考 

１ 峯芝 謙次 農業委員・副会長 出席  

２ 峯垣外 薫 推進委員 出席  

３ 増田 勝紀 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

４ 小西 康之 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

５ 藪本 源悟 推進委員 出席  

６ 新谷 直美 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

７ 谷口 耕一 推進委員 出席  

８ 西  定彦 農業委員 出席 議事録署名人 

９ 垣内 俊夫 農業委員・会長 出席 議長 

１０ 北谷 清一 推進委員 出席  

１１ 田中 一郎 農業委員 出席 議事録署名人 

１２ 前田 一郎 農業委員 出席  

１３ 泰中 利郎 推進委員・幹事・企画編集委員 出席  

１４ 宗野 敏雄 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

１５ 松浦 孝次 農業委員 出席  

１６ 池西 一郎 推進委員 出席  

１７ 小澤  勝 農業委員 出席  

１８ 村田 洋三 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

１９ 中野  毅 農業委員 出席  

２０ 比嘉 一美 農業委員 出席  

 


